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高山ダム流木等処分
分任契約職　木津川ダム総合管理所長　國枝達郎
（三重県名張市下比奈知）

令和3年2月3日
三重中央開発（株）
（三重県伊賀市予野字鉢屋）

8190001008702

高山ダム貯水池から発生する流木等の一般
廃棄物は、京都府南山城村から三重県内に
ある処理施設への受入れが指示されている。
また、この受入れについては、発注者自ら受
け入れ者と契約することが併せて指示されて
いる。以上により、物品等の調達に関する契
約事務処理要領第４条第２項一号に基づき、
随意契約するものである。

－ 18,620,800 －
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